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第６回産業統計部会結果概要 

 

１ 日 時  平成 20 年４月４日（金）15：30～17：30 

 

２ 場 所  総務省第二庁舎 ６階特別会議室 

 

３ 出席者  舟岡部会長、美添委員、出口委員、引頭専門委員、岡室専門委員、川本

専門委員、西郷専門委員、高田専門委員、三輪専門委員 

       審議協力者（内閣府、総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、

国土交通省、東京都、埼玉県、日本銀行） 

       調査実施者（山根サービス統計室長ほか３名） 

       事務局（犬伏統計審査官ほか２名） 

 

４ 議 題  特定サービス産業実態調査の改正について 

 

５ 審議の概要 

論点メモに従い、前回部会で引き続き審議することとされた論点（「本調査の目的・

役割」及び「調査事項」）を含め、残された論点について審議が行われた。その後、

前回部会までの審議結果を踏まえて作成した答申骨子案を提示し、その内容について

審議が行われた。 

  審議における委員等からの主な意見等は、以下のとおり。 

≪「１ 本調査の目的・役割」について≫ 

 ○ コンテンツ産業においては、外注構造や付加価値の連鎖構造が製造業とは異な

るため、実際に調査することは難しい面があるかもしれないが、現行の調査事項

だけでは不十分であり、その産業構造の特性を正確に把握する必要がある。 

 ⇒ この点については、大規模事業者と中小規模事業者において調査内容に精粗

の差異を設けた調査票の設計を行うこと、また、大規模事業者は全数とする一

方、中小規模事業者は標本調査化等を図ることについて、調査実施者において

今後検討することとしており、これらに係る検討と関連する問題と考えられる。 

 

これまでの審議を踏まえ、本調査の目的・役割については、次のとおり整理された。 
ⅰ） 本調査は、サービス産業分野のうち、経済産業省所管の特定業種を対象に、そ

の事業活動の詳細な実態を把握し、業種特性を明らかにすることを目的とするもの

である。 
ⅱ） サービス産業分野の統計が未整備である中、従来、広く概括的な統計として５

年ごとに「サービス業基本調査」が実施されてきたが、サービス業は改廃が激し

く、その活動内容も目まぐるしく変化していることから、より短い周期で広くサ

ービス業分野に網を掛けた統計の整備が求められるところであり、本調査は、そ

の一翼を担う役割をも有するものとなる。 
ⅲ） 本調査結果については、種々の具体的施策の基礎資料として有用な情報を提供
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するものであるが、調査事項については未だ不十分な面もあるため、今後、本調

査の有用性をより高めるよう、引き続き、検討することが必要である。 
ⅳ） なお、サービス産業を広くカバーする統計の一翼を担うとの本調査の役割に

ついては、調査方法及び調査対象の設定をどのようにするかとも関係するが、

平成 23 年の経済センサスによる詳細な母集団情報の整備結果等を踏まえて検

討されるべきものであり、現時点では経済センサス以降の本調査の役割まで検

討することは困難である。 

 

≪「３ 調査事項」について≫ 

① 無形固定資産について、特に、デザイン業や機械設計業では、その所有する意

匠権や特許権、実用新案権等が重要であるが、その評価額を計上することは難し

い側面があるため、補足情報として、別途、その出願件数又は取得件数に係る情

報を把握することについて検討すべき。 

 ⇒ 調査実施者からは、報告者負担を考慮し、今回は、当初の計画案どおりに、

無形固定資産の取得額に係る項目の追加のみにとどめたいとの説明があった。 

 ⇒ 知的財産権については、出願人ベースのデータが存在し、この情報が利用で

きれば、出願人の名称と企業名について何らかの方法で名寄せを行うことによ

り、報告者負担の問題も生じることなく分析が可能となるため、将来的に当該

情報の利用の可能性について検討すべきではないか。 

② 構造変化を把握する観点から、出版業におけるカテゴリーごとの総発行部数及

び印税額、更に、国外への外注費について上位３か国の相手先の国名及びその比

率について把握すべき。 

 ⇒ 調査実施者からは、業界団体等へのヒアリングを再度実施した結果、ⅰ）出

版業における総発行部数及び印税額については、多少の負担は伴うものの記入

可能との回答が得られたため、今回、所要の項目を追加する方向で検討する、

ⅱ）国外への外注費の国別内訳等については、各業界団体ともに記入困難との

意見であったことから、今回は、当初の計画案どおり、外注費の国内・国外別

の内訳に係る項目を追加することで対応したい旨の説明があった。 

 ⇒ 出版業において印税額を把握するのであれば、他のコンテンツ産業において

も、著作権使用料等に係る情報が把握されれば非常に有意義であり、今後検討

すべき。 

③ 新規追加業種のうち、特に「デザイン業，機械設計業」及び「広告業」におい

ては、業務の外注が大きな意味を有するが、当該部分の把握が不十分であり、ど

のような業務をどの程度、どこに外注しているかというような情報を把握するこ

とについて、今後検討すべき。 

④ 「映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業調査票」における年間売上

高の契約先産業別割合に係る事項について、ポストプロダクション業のほとんど

の契約先は広告コンテンツや映画関係となることから、「サービス業」の内訳と

してこれらの区分を設けるべきではないか。 

 ⇒ 調査実施者からは、当該項目の利用ニーズの一つとして、ＩＯ作成のための
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基礎資料として大分類ベースでの契約先産業別の構成比の把握が求められて

いることから、対ビジネスサービスにおいては、業種横断的に同一の区分とし

て設定しているところであり、産業区分の内訳を設けることについては、報告

者負担も考慮しつつ、今後検討して行くこととしたいとの説明があった。 

 

これまでの審議を踏まえ、調査事項については、当初の計画案でおおむね適当とさ

れたが、ⅰ）前回部会で了承されたリース会計基準の見直しに伴う物品賃貸業関係の

４種類の調査票における所要の項目の追加、ⅱ）日本標準産業分類の改定に伴う「デ

ザイン・機械設計業調査票」及び「広告代理業，その他の広告業調査票」の名称の変

更、ⅲ）「出版業調査票」における総発行部数及び印税額に係る項目の追加を行うこ

とが必要とされた。 

また、サービス産業の業種特性をより的確に捉える観点から、今後の課題として、

ⅰ）知的財産権の取得件数等の把握、ⅱ）「デザイン・機械設計業調査票」及び「広

告代理業，その他の広告業調査票」における外注の詳細な実態の把握、ⅲ）「映像・

音声・文字情報制作に附帯するサービス業調査票」における年間売上高の契約先産業

別割合の産業区分の内訳の把握などについて、その把握可能性も踏まえ、引き続き検

討することとされた。 

 

 ≪「４ 調査方法」について≫ 

  ① サービス業に関しては、従業者規模と売上高との相関に係る情報がなく、一般

的には小売業ほど相関は高くないとされている状況において、都道府県別表章を

前提とした場合、標本調査化してもサンプルサイズはさほど小さくならない可能

性がある。 

   ⇒ 規模の大きなところを正確に捉えることに主眼を置き、規模の小さいところ

は標本抽出としても有用な情報は提供可能であり、更に、規模によって調査内

容に精粗を付けるとすれば、そのような標本設計の方が適当なのではないか。 

 ⇒ 目標精度の設定の仕方にもよるが、標準誤差率を規模ごとに設定するのでは

なく、大規模なところに目標を置き、小さなところは多少精度が粗くなっても

良いということであれば、標本調査化を図る効果はあると考える。 

② 新規追加業種については郵送調査を導入することとしているが、郵送調査でど

れくらいの回収率が期待できるか疑問。単に目標回収率を設定し、当該回収率の

達成に向けて民間事業者任せとするのでは対策として不十分。 

③ 民間事業者の活用については、問題が生じた場合にどれだけ的確に修正できる

かということが重要と考えるが、ＰＤＣＡ（Plan・Do・Check・Action）のシス

テムが的確に働くように十分に留意すべき。また、入札に際しては、事業者の適

正な評価項目の設定についても留意すべき。 

  ④ 新規追加業種については、新しい産業であり、郵送調査の導入については初め

ての試みでもあることから、調査精度の確保の観点からも、こまめに民間事業者

へのモニタリングを実施するとともに、国と民間事業者が協力しつつ、回収率の

確保に努めることが重要。 



 4

  ⑤ 特定の断片的な業種のみを対象とする本調査において、都道府県別表章を行う

ことにどれだけの意味があるか。本調査結果から構造的な実態を明らかにするこ

とには無理があり、この情報を何に活用可能なのか疑問。また、本調査の調査対

象業種の中には企業単位で調査する業種もあり、これらの業種においては都道府

県別表章はほとんど意味を持たない。ネットワーク化している状況において、県

単位で仕切ることにどの程度の意味があるか疑問であり、ブロック単位程度で十

分と考える。 

   ⇒ 地方公共団体からは、大括りで表章されても利用できず、また、地方のリ

ソースを使って調査結果が出るということを勘案すれば、地方が享受するベ

ネフィットにも配慮し、引き続き、都道府県別表章を行って欲しいとの要望が

あった。 

   ⇒ 毎年、細かい業種について全数調査で都道府県別表章を行うことは費用対効

果からみて必要性が希薄であり、数年に一度、詳細な集計を行い、正確な数値

を出すが、その中間年は標本調査とするような手法の方が現実的ではないか。 

 

  以上の意見を踏まえ、調査方法については、ⅰ）地方の経済産業局における企業へ

の事前協力依頼の実施等の方策を構ずることにより、既存の調査対象業種と同程度の

調査精度を維持できるよう万全を期すこと、ⅱ）民間事業者の活用について、審査時

におけるエラーは経済産業省が直接対応すること、ⅲ）適切な入札資格・評価基準に

則って民間事業者への委託を的確に行うことを前提として、了承することとされた。 

  また、標本調査化の導入について、次回調査に向けて、引き続き検討することにつ

いても了承された。 

 

≪「５ 集計事項」について≫ 

集計事項については、調査実施者から、上記の調査事項の追加及び日本標準産業

分類の改定に伴う修正案が提示され、了承された。 
また、これまでの審議において指摘された欠測値の補正方法について、次回調査

に向け、検討することについても了承された。 
 

≪答申骨子案について≫ 

前回部会までの審議結果を踏まえて作成した答申骨子案を提示し、その構成につい

ては了承された。盛り込むべき内容については、今回部会での審議結果等も踏まえて

更に追加した形で答申案を作成し、次回部会において審議することとされた。 

 

６ 今後の予定 

  次回は４月 18 日（金）に開催し、答申案について審議することとされた。 

 


